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お子様の車での送迎における駐停車について（お願い） 
 

 平素は本校の教育活動にご協力頂き、誠にありがとうございます。 
 ご存じの通り、本校の周辺は道路が大変せまく、また、特に朝は通勤・通学の車や自転
車等が多く通過します。たとえ短時間でも駐停車されますと、大渋滞を起こしてしまいま
すし、交通事故の原因ともなってしまいます。くれぐれも本校周辺に駐停車されませんよ
う、お願いいたします。 
 また、下校時のお迎えに車で来られる方も少なからずいます。この場合はかなり長い時
間停車することになります。いくら駐車禁止の場所ではないにしても、通行の妨げとなっ

ていて、たびたび、周辺住民の方から相談をお受けしています。何より、親が我が子に「自
分の利益のためには人に迷惑をかけても構わない」ということを教えているようなもので
す。その点、ご理解いただけますようお願いいたします。 
 なお、お子様の怪我や急な病気等のためにどうしてもお迎えが必要な場合は学校までご
連絡ください。その際は正門を開けますので校内に乗り入れてください。 
 

＜特に駐車されて困っている場所＞ 

 

１ 公園横の道路 踏切の待ち時間が長く、駐停車の車があると対向できなくなります。また、自転車

通学の学生も多く通るため、渋滞してしまうと大変危険な状態となっています。 

２ 少し広くなった道 この場所は車の対向を考えて住民の方が土地を提供して道を広くしています。

駐停車の車があると、対向できなくなり、生活に支障が生じます。 

３ ガレージ前 車だけでなくお仕事の倉庫としてガレージを利用されています。車を駐車されるとお

仕事ができません。第一、道路ではなく個人の土地です。 

４ 踏切前の駐車場 この場所で車の転回をする人がいます。ここも個人の土地です。勝手に進入する

など失礼そのものです。 

５ 正門前 ここには横断歩道があります。そもそも駐停車禁止です。渋滞の原因となりますし、何よ

り、雨の日も傘を差して集団登校している子供達が危険な目に合うことになり、大変危険です。 


